
４月から ①LINE上で申請 と ②書類申請 のいずれかの方法で受付します

　　　　 LINE 上での申請の受付終了日は 3 月 5 日㈭で
す。まだ申請を終えていない方は、お早めに手続きをお願
いします。

　　　　 LINE 上での申請開始時期は 4 月上旬を予定して
います。今回の申請期間に間に合わなかった方は、引き続
き【斜里町 LINE 公式アカウント（更新情報）】からの情
報をお待ちください。

▼申請に必要なもの
・スマートフォン
・世帯主のマイナンバーカード
・署名用電子証明書の暗証番号

※出金情報を受け取った方で受給を終えていない方は、お
早めにセブン銀行 ATM でお引出ください。

スマホ相談室＆
「物価高騰対応給付金」申請方法レクチャーのご案内

スマホの使い方や、給付金の LINE 上で申請する方法について、職員が丁寧にサポートします。「スマホ操作が不安」
「給付金の申請方法が分からない」という方も、安心してご利用ください。

なお、スマートフォンを利用した 斜里町公式 LINE での「物価高騰対応給付金」申請については、3 月 5 日㈭  
までとなっております。LINE 上で申請される方は、どうぞお早めにお手続きをお願いいたします。

▼日　時　　3 月 3 日㈫、3 月 5 日㈭
　　　　　　各日 10:00 ～ 13:00
▼場　所　　役場 1 階　町民相談室
　　　　　　※のぼりが目印
▼参加料　　無料（予約不要）
▼所要時間　1 人あたり最大 20 分程度
▼持ち物　・スマートフォン
　　　　　・相談事に関する資料
　　　　　・マイナンバーカード
　　　　　・署名用電子証明書の暗証番号
　　　　　　※給付金に関する相談の場合
       

問 総務課 情報システム係 ☎ 0152-23-3131

給付金申請方法レクチャーとスマホ相談

▼日　時　　3 月 10 日㈫、3 月 26 日㈭
▼場　所　　斜里町立図書館　会議室前テーブル
　　　　　　※のぼりが目印
▼参加料　　無料（予約不要）
▼持ち物　・スマートフォン
　　　　　・相談事に関する資料

スマホ相談

※相談内容によっては、スマートフォン契約時の ID・パスワードが必要な場合があります。
※混雑時はお待ちいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

物価高騰対応給付金について

斜里町にお住まいの方1人につき15,000円もらえます

２月 ３月 ４月 ５月 ６月

① LINE上で申請（現金受取）
申請

給付

① LINE上で申請（現金受取）
申請

給付

② 書類申請（口座振込）
申請

給付

※ 令和８年１月１日時点で斜里町の住民基本台帳に記載されている方（世帯単位）
※ 今回の給付金は所得制限がなく、上記に該当する全ての方が対象となります

給付対象者・給付額

申請方法

まだ受け取っていない方は必ずご確認ください！

申請を終えていない方全員に
ご案内を郵送しますので

ご安心ください！

※ 予定ですので申請件数等により、多少前後する可能性があります。
※ 申請受付終了間近は非常に混み合いますので、余裕をもって申請ください。

①LINE上で申請

4 月上旬から、従来型の書類による振込口
座を確認し、振込型の給付を開始します。
これまで申請されていない方を全員に、斜
里町からご案内の文書をお送りします。届
きましたら、内容をご確認のうえ、必要書
類の提出をお願いします。

▼提出していただくもの
・確認書
　（給付額・給付先の確認および指定）
・振込口座が分かるものの写し
　（通帳 または キャッシュカード）
・本人確認書類（顔写真付き）の写し

詳しくはお手紙にてお知らせしますので、
そちらでご確認ください。

②書類申請

問 物価高騰対応給付金担当 ☎ 0152-26-7703

物価高騰対応
給付金

（町HP）

斜里町斜里町
LINE 公式LINE 公式
アカウントアカウント

申請はお済みですか？ 口座振込を希望する方は必ず申請を！

2/9 ～ 3/5

2/16 ～

4 月上旬～ 5/31（予定）

4/8 ～（予定）

4 月下旬～ 6/30（予定）

4 月上旬～ 5/31（予定）

問 物価高騰対応給付金担当 ☎ 0152-26-7703

役場 直通電話番号のお知らせ
役場にご連絡の際は、早くて便利な直通電話をご利用ください。

電話番号 応答部署 電話番号 応答部署
26-7708 政策推進課 26-8374 水産林務課
26-8214 財政課 26-8375 商工観光課
26-8215 税務課 課税係 26-8378 建設課 建設係
26-8216 税務課 収納係 26-8379 建設課 管理係
26-8217 環境課 26-8384 水道課 総務係
26-8312 住民生活課 住民活動係 26-8385 水道課 事業係
26-8313 住民生活課 戸籍住民係 26-8390 会計課
26-8314 住民生活課 医療年金係 26-8391 教育委員会
26-8315 児童育成課 26-8392 議会事務局
26-8373 農務課、農業委員会 26-8393 選挙管理委員会

第一弾

第二弾

第一弾

第二弾

電話番号 応答部署
22-2500 健康子育て課、地域福祉課

・ぽると 21

※担当部署が分からない場合については、これまでと同様の代表電話番号（☎ 0152-23-3131）にお電話ください。

問 総務課総務係 ☎ 0152-23-3131
※本給付金は国の重点支援交付金が活用されています。

簡単！ 速い！
おすすめです！
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